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１  優良田園住宅の建設の促進に関する基本的な方向  

⑴  基本理念  

本市は、静岡県のほぼ中央に位置し、富士山静岡空港からのアクセスも良

く、市内を新東名高速道路や東名高速道路が横断するなど、交通の利便性に

恵まれた環境にあります。また、市域の約 7 割が中山間地域であり、自然景

観と自然環境に恵まれた「ほどよく都会。ほどよく田舎。」の住みやすいま

ちです。  

しかしながら、本市の中山間地域及び大洲地区にある農村地域では、人口

減少による地域活力の低下から、地域資源の魅力を活かした住環境の整備と

地域コミュニティの形成による定住人口の確保、さらには都市と農村の連携

による地域農業の推進など、地域の活力を取り戻すための新たな展開が求め

られています。  

一方、都市生活者の中には、田園地域の豊かな居住空間を享受しながら都

市部の職場等に通勤を希望するニーズや、都市から農村地域へのＵターンを

希望するニーズなど、個々の志向が反映されたライフスタイルの実現を求め

る声も増えてきています。  

そこで本市の優良田園住宅では、農村部と都市部における相互のニーズを

つなげる住宅整備を進め、都市地域から農村地域への移住を促すことで定住

人口の増加を促し、農村地域の課題解決の一助となるよう取り組みます。  

また、優良田園住宅の建設にあたっては、建設地周辺の樹林地・水辺地・

田畑や動物・植物などの生息環境を保全し、緑や水を活かした美しい景観 や

豊かな自然と共生でき、ゆとりある生活に資する住まいの具現化を目指しま

す。  

⑵  優良田園住宅の需要者像と住宅像  

藤枝市における優良田園住宅の需要者像と住宅像は以下のとおり想定す

る。  

①  自然遊住型  

里山で収穫された農産物の地産地消、地域住民との交流、家庭菜園、ガー

デニングなど、豊かな自然環境とともに生き生きとした暮らしを送りたい

人々のための住宅  

②  田園通勤型  

交通の利便性を活かして都市部の職場に通勤したい、ゆとりある子育て
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をしたいなど、暮らしの利便性と生活の豊かさの両面を享受する新たなライ

フスタイルを実現したい人々のための住宅  

③   職住近接型  

農林業への就業をはじめ、地域資源を活用した起業、創作意欲を喚起さ

れる環境での芸術活動など、通勤に便利な職場の隣接地に住み、家族との

時間や地域活動など、職住とも大切にしたい人々のための住宅  

④  ＵＪＩターン型  

・都市部のスマートな生活を離れ、家族のために豊かな田園集落地域の中で

の生活を求める人々のための住宅  

・退職後などにガーデニングや家庭菜園作り等をしながら、周辺の地域住民

と交流を持ち、生涯の生きがいを求める人々のための住宅  

⑶  優良田園住宅と他計画の調和  

優良田園住宅の建設にあたっては、静岡県が進めている「豊かな暮らし空

間創生」の趣旨に合致し、併せて、本市の総合計画、都市計画マスタープラ

ン、農業振興地域整備計画、住生活基本計画等の上位計画及び藤枝市開発許

可基準との整合が図られたものとする。  

 

２  優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に

関する事項  

⑴  優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域  

として、以下の理由により市内北部は中山間地域である瀬戸谷地区、稲葉地

区、葉梨地区、岡部地区の市街化調整区域、南部は大洲地区の大洲地区交流

センターを中心とした区域を選定した（別図参照）。  

①  自然豊かな農山村地域に位置し、自然との共生が可能な既存集落の区域

内であること。  

②  公共交通機関が安心して利用できる範囲にあり、周辺は相当程度の道路、

排水路等の公共施設が整備されている区域であること。  

③  新旧高速道路や国道 1 号バイパスなどが利用しやすい環境により、都市

部への通勤を希望する世帯の移住・定住が促進され、地域人口の減少対策

や地域活性化への寄与が見込まれること。  

⑵  優良田園住宅の建設を促進する区域は、以下の基準を全て満たす区域とす

る。  
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項目  基準  

①  地域・連たん・

面積要件等  

・  建設区域は、概ね５０メートル以内の間隔で連たん

している概ね５０以上の建築物（市街化区域内に存

するものを含む。）のいずれかの建築物の敷地から

の距離が概ね ５０ メートル以内の土 地の区域であ

ること。  

 （北部エリア）  

一団の住宅地を形成する場合、建設区域は原則 0.3

ヘクタール未満とすること。  

（南部エリア）  

一団の住宅地を形成する場合、５戸以上のまとまり

のある規模とし、開発技術基準の開発道路が接続すべ

きとされる道路の幅員６．５ｍを遵守すること。  

②  周 辺 環 境 と の

調和  

・  建設区域周辺には、樹林地や水辺、田園など、まと

まりのある自然環境、田園環境が良好な状態で存在

していること。  

・  土砂災害特別警戒区域や３．０メートル以上の想定

浸水区域、家屋倒壊等氾濫想定区域など、災害の発

生のおそれのある土地を含まない区域であること。 

・  藤枝市都市計画マ スタープランにお いて新産業地

ゾーンに位置づけている区域を含まないこと。  

・  集団農地の分断等、農地の効率的な利用に支障を及

ぼすおそれがないこと。  

・  土地改良施設の有 する機能に支障を 及ぼすおそれ

がないこと。  

③  関 連 計 画 等 と

の整合  

・  原則として農振農用地区域を含まないこと。  

・  都市計画法に基づ く開発許可及び農 地法に基づく

農地転用許可等に よる許認可を必要 とする場合に

は、その許認可の見込みがあること。  

④  生 活 水 準 の 確

保  

（北部エリア）  

・  自主運行バス等の停留所等の乗降場所まで概ね５０  
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 ・  ０メートルにあり、バス等の公共交通機関の利用に

より、市街地までの交通アクセスが確保されている

こと。  

・  生活用水の確保が確実であること。  

（南部エリア）  

大洲地区交流センターまで概ね８００メートルの生

活圏内にあり、バス等の公共交通機関の利用により都

市拠点や市立総合病院とのネットワークが確保されて

いること。  

※  生活水準の確保の概ねの扱いについては、申請に係る全ての敷地が停留所等

の乗降場所まで６００メートル及び地区交流センターの建物の敷地境界から９

６０メートル以内にあるものとする。  

 

３  優良田園住宅が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造に必要

な事項  

⑴  基本的要件  

項   目  要   件  

①  土地面積の範囲  ３００㎡以上  

②  建ぺい率の最高限

度  
３／１０  

③  容積率の最高限度  ５／１０  

④  建築物の用途  一戸建ての専用住宅（附属する物置、車庫等を  

含む）  

⑤  建築物の階数及び

高さ  

・階数の最高限度は３階  

・建築物の高さの最高限度は 10ｍ  

⑥  壁面の位置の制限  ・建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、原則

として、道路境界から 1.5ｍ以上、隣地境界から

1.0ｍ以上離すものとする。ただし、次のいずれ

かに該当するものを除く。  

1）高さが 2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が  

5.0 ㎡以下の物置  
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 2) 高さが 3.0ｍ以下で壁を有しない自動車車

庫  

3) 建築物の一部であって外壁又はこれに代わ

る柱の外面の長さの合計が 3.0ｍ以下のもの  

・敷地が２以上の道路に接する場合は、いずれか

１の道路について適用するものとし、その他の

道路境界線を隣地境界線とみなす。  

⑦かき又は柵の制限  ・道路に面してかき又は柵を設置する場合にあっ

ては、原則として生垣とすること。やむを得ずフ

ェンス等を設置する場合は、基礎を含む全体の

高さを 1.2ｍ以下、かつ、透視可能なものとし、

フェンス等越しに緑が見えるよう宅地内を植栽

するよう配慮すること。ただし、道路境界線より

1.5ｍ以上 離して設 置するものは この 限りでな

い。  

 ・道路境界及び隣地境界から後退した位置に植栽

した植物は、道路境界及び隣地境界を越境しな

いよう適切に管理すること。  

⑧建築物の形態及び

意匠  

・  形態・意匠に関して自然素材（木材・石材等）

を積極的に活用するとともに、周辺環境との調

和に努めること。  

・  屋根、外壁の色彩は藤枝市景観計画に準じた色

彩基準に適合すること。  

※  敷地面積、建ぺい率、容積率、階数及び高さの算定方法については、建築基

準法 (昭和 25 年法律第 201 号 )の規定によるものとする。ただし、建ぺい率の

算定にあたっての建築基準法第５３条第３項に基づく角地等に対する特例、容

積率の算定にあたっての同法第５２条第３項に基づく地下室及び車庫等に対

する特例については適用しない。また、階数の算定方法については、地階があ

る場合は、地階を階数に含めることとする。  

⑵  地域特性への配慮  

   優良田園住宅の建設にあたっては、それぞれの地域特性を発揮するために、

次のような事項に配慮するものとする。  
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【優良田園住宅建設において配慮すべき事項】  

項  目  要  件  

①  田園居住空間の創造  ・  地域の風土や田園景観と調和した街並みの

形成に努めること。  

・  既存の樹木や地形を生かし、自然環境の保

全に努めること。  

・  ふじえだ花回廊基本構想に基づく「いつも  

どこでも  どんなときも  花でつながる」

まちの実現に向け、庭の緑化に努めること。 

②  良好なコミュニティの

形成  

・  纏まった戸数の優良田園住宅を建設する区

域では、建築協定、景観協定、緑地協定な

どの自主的ルールを定め、暮らし空間を維

持する仕組みの確立に努めること。  

・  公園など、共同で利用する施設の有効活用

や維持管理に協力すること。  

・  地域の安全・安心を確保するため、地域の

人々と良好な関係を築けるよう地域で行う  

 清掃や行事に協力すること。  

・  町内会や自主防災組織の活動に参加・協力

すること。  

③  環境保全・景観への配

慮  

 

・  県産材を活用することで、地域の環境保全

に努めること。  

・  太陽エネルギーの活用、敷地内の緑化など、

自然を積極的に生活に取り入れて環境負荷

の軽減に努めること。  

 

４  自然環境の保全との調和、農林業の健全な発展との調和その他優良田園住宅

の建設の促進に際し配慮すべき事項  

優良田園住宅の建設にあたっては、周辺地域の自然環境や農林業に及ぼす悪影

響を最小限にとどめるために、次のような事項に配慮するものとする。  
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【周辺との調整において配慮すべき事項】  

項  目  要  件  

①  周 辺 の 自 然 環 境 へ

の配慮  

  貴重な植物の自生地、野生生物の生息地などの

保全に努めること。  

  優れた自然の風景地との一体的な風景を保護

すること。  

  生活排水や雨水排水を適切に処理し、周辺の自

然環境や営農環境との調和を図るとともに、放

流先河川に応じた治水対策を講じること。  

②  周 辺 の 農 林 業 へ の

配慮  

農業 用 排 水施 設 の 機能 に 支 障を 及 ぼ さな い な

ど、周辺農地を含めた営農環境の保全に十分配慮

すること。  

③  そ の 他 配 慮 す べ き

事項  

優良田園住宅建設計画の認定後は、速やかに事

業着手し、概ね３年以内に建築物の完成が見込め

ること。  

５  その他の必要な事項  

①  建設計画については、建設区域が属する自治会及び周辺住民等に説明し、

理解が得られるよう努めること。  

②  関係する地権者、地元団体、行政機関と協議・調整すること。  

③  誰もが暮らしやすい街及び住宅とするため、ユニバーサルデザインに十分

配慮した街づくり及び住宅の建設に努めること。  

④  開発済地等で優良田園住宅を建設する場合、当初の開発等により築造され

た公共施設（道路、公園緑地、排水路、調整池等）や、森林法に基づく林

地開発の許可にあたって設定された残置森林及び造成森林等について、関

係機関と協議し、当該施設等の維持又は付け替え等を適切に実施すること。 
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